
（介護予防）居宅療養管理指導サービス重要事項等説明書（管理栄養士） 

 

居宅療養管理指導サービスの提供開始にあたり、厚生省令第３７号第８条に基づいて、

ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 事業者概要 

(1) 事業者の所在地等 

事 業 者 名 称 医療法人社団 聖愛会 ぎおん牛田病院 

代 表 者 氏 名 理事長 島筒 和史 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
3410222479 

事 業 所 所 在 地 広島県広島市安佐南区西原八丁目 29番 24 号 

連 絡 先 
地域連携相談担当者 

電話番号：082－850－3116 FAX：082－850－2600 

地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
安佐南区、安佐北区、東区、西区 

 

(2)事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

当事業所は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、療養

上の管理及び指導を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように支援するこ

とを目的とする。 

運 営 の 方 針 

①  当事業所の指定居宅療養管理指導は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防

止、要介護状態になることの予防になるよう、適切にサービスを提供する。  

②  指定居宅療養管理指導の提供にあたっては、利用者またはその家族からの

介護に関する相談に懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に

対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導または助言を

行う。  

③  指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保

険医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める

とともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

④  自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善

を図るものとする。 

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4)サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 営業日と同様 

サービス提供時間 営業時間と同様 

 

営 業 日 
月曜日から土曜日。ただし、土曜日午後１時以降、８月１４・１５日、国民の

祝日、１２月３０日から１月３日を除く。 

営 業 時 間 午前９時から午後６時。 



(5)事業所の職員体制 

管理者 桑原 健太郎 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

 

管

理

栄

養

士 

 

１ 管理栄養士は、医師の指示に基づき、栄養ケア計画を作成し、患者又は家

族に、栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談、助言を行います。 

２ 作成した計画を利用者、家族に提供するとともに、提供した指定居宅療養

管理指導の内容について、利用者、家族に対して文書等で提供するように努

め、速やかに記録を作成するとともに、医師に報告します。 

３ 概ね３月を目途として、当該計画の見直しを行います。 

常勤  1 名 

 

 

 

(6)担当管理栄養士 

・河上 沙織 

 

２ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅療養管理指導 

 

管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、他

の職種とともに作成した栄養ケア計画に沿って、居宅を訪問し、栄養管理

に係る必要な情報提供や助言ならびに食事療養に関する実地指導等を行

います。医師の判断により、別に厚生労働大臣が定める特別な治療を必要

とされる方もしくは低栄養状態にある方が対象となります。 

 

 

 

(2)費用について 

区 分 単 価 回／月 1 カ月あたり 

の利用料 

利用料 

 

 

管理栄養士の行う

居宅療養管理指導 

① 同一建物居住者が 1 名      ： 545 円 

 

② 同一建物居住者が 2～9 名    ： 487 円 

 

③ 同一建物居住者が 10 人以上  ： 444 円 

 

 

2 回/月 

① 1090 円 

 

② 974 円 

 

③ 888 円 

＊実施指導において材料を持ち込む必要がある場合は、必ず利用者の了解を事前に確認いたします。

材料費は実費負担となります。 

 

 

 

 

 



３ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家

族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

４ 苦情処理 

居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を

設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じます。 

■苦情申立の窓口 

 

医療法人社団 聖愛会 ぎおん牛田病院 

 

電話番号：082－850-3116 

苦情受付担当者：下野 賢 

 

広島市健康福祉局高齢福祉部  

介護保険課 事業者指導係 

 

所在地 ： 広島市中区国泰寺町 1丁目 6-34  

電話番号 ： 082-504-2183 

 

広島市安佐南区厚生部  

福祉課高齢介護係 

 

所在地 ： 広島市安佐南区中須 1丁目 38-13  

電話番号 ： 082-831-4943 

 

広島県国民健康保険団体連合会 

 

所在地 ： 広島市中区東白島町１９－４９国保会館  

電話番号 ： 082‐554-0783 

 

２ 利用者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に

掲示します。 

 

５ 第三者による評価の実施状況  

実施の有無 ： 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

上記内容について、重要事項等説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を利用者に説

明を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 広島市安佐南区西原八丁目 29番 24号 

事 業 者 名 医療法人社団 聖愛会 ぎおん牛田病院 

代 表 者 名 理事長 島筒 和史 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

代理人 
住 所 

 

氏 名 （続柄     ） 

 


